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指定
（20年度）

景観保全型広告整備地区の指定（大通地区） 協議 協議 指定

市 民 ・ 企 業 等 と の 協 働 の 状 況 （ 市 民 ・ 企 業 等 の 参 加 、 支 援 、 協 力 の 状 況 ）

■市民・企業等が参加しやすい環境づくり

■市民との連携、市民参加
　地区における景観形成の基準等の見直しにあたっては、私権を制限することが考えられるため、地区住民や関係権利者等と十分に
協議し、理解をもとめることになる。また、景観保全型広告整備地区の移行にあわせ、広告物担当部局と連携した取組みを行ってい
く。

■企業等との連携・協働
　 [資金協力]
　 [人材協力]
　 [情報協力]
　 [その他の協力]

協議 指定 指定
景観保全型広告整備地区の指定（札幌駅前通
地区）

協議 協議 協議

協議 指定 3地区

地域における景観まちづくりの展開 - 協議 協議 協議 指定 1地区

景観計画重点区域の指定及び既指定地区の基
準等見直し

- 協議 協議

達　成　目　標　の　状　況

項　　　　　　目
18年度末
(現　　状)

19年度末
(実　　績)

20年度末
(予　　定)

21年度末
(予　　定)

22年度末
(予　　定)

22年度末
(目　　標)

事
業
内
容
・
量
・
場
所
･
規
模
・
件
数
等

平 成 19 年 度 事 業 内 容 （ 決 算 ） 平 成 20 年 度 事 業 内 容 　（ 予 算 ）
景観計画重点区域の指定等検討・普及啓発事業
・現指定地区の基準等の見直し
・新規指定候補地区の検討
・景観についての市民理解と普及啓発及び意識醸成の方策検
討
・地域における重点区域等の可能性と制度活用の検討

景観保全型広告整備地区の指定
・都市景観条例の改正が予定されていたことから、その改正内
容等を都市景観部局と協議
・屋外広告物審議会において、改正内容等を理解するため都
市景観担当による勉強会の実施

景観計画重点区域の指定等検討・普及啓発事業
・現指定地区の基準等の見直し
・新規指定候補地区の検討
・市民への普及啓発及び意識醸成の資料作成
・住民主体の「景観まちづくり」推進に係る調査

景観保全型広告整備地区の指定
・都市景観部局と連携し、大通地区の景観保全型広告整備地
区の指定を目標とする。
・地元住民、事業者への周知を図るための説明会の実施
・「地区指定検討委員会」（設置済）において、大通地区に係る
広告設置基準等の作成

担 当
市）都市計画部地域計画課　棗　　章（２１１－２５４５）
建）管理部道路管理課　　　　小林　・　谷（２１１－２４５２）

全　　体　　計　　画

事

業

内

容

　景観法の規定に基づく札幌市景観計画を踏まえ、より美しく
魅力ある都市の創造に向けた施策を積極的に展開する。
　都心部においては、骨格軸を中心に景観計画重点区域に指
定し、ゆるやかな規制誘導により、都市の魅力向上を図りなが
ら、地域活性化や交流人口の増加を目指す。
　住宅地等においては、景観法の諸制度を活用しながら良好
な景観形成の推進を図るとともに、これまでの地域のまちづくり
を「景観まちづくり」へ展開することにより、地域の魅力を再認識
することで、地域への愛着心を醸成し、新たなまちづくりへの展
開する礎を築く。
　また、屋外広告物についても、規制が強化される方向にあり、
広告物担当部局では、大通地区及び駅前通北街区地区に対
して景観保全型広告整備地区の指定をする計画であることか
ら、基準等についても歩調を合わせた見直しが必要になる。

＜年 度 別 の 事 業 内 容＞
○平成１９年度
・重点区域の基準見直し、新規指定候補区域に係る調査研究
・景観に対する意識醸成方策と普及啓発パンフ等の検討
○平成２０年度
・重点区域の基準見直し、新規指定候補区域に係る調査研究
・市民への普及啓発及び意識醸成の資料作成
・大通地区の景観保全型広告整備地区指定
○平成２１年度
・重点区域の基準見直し、新規指定候補区域に係る調査検討
・住民主体の「景観まちづくり」推進に係る調査検討
・札幌駅前通地区住民、事業者説明
○平成２２年度
・重点区域の基準見直し、新規指定候補区域の具体的検討
・住民主体の「景観まちづくり」ガイドラインの検討
・札幌駅前通地区の景観保全型広告整備地区指定

平 成 20 年 度 第 ２ 次 新 ま ち づ く り 計 画 事 業 進 行 調 書 （ そ の １ ）

計画体系ｺｰﾄﾞ 5-3-2 事業名 景観計画推進事業
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《全体》

[19年度]

[20年度]

計　画　と　の　差　異  (　予　算　・　事　業　内　容　・　規　模　・　時　期　等　)
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事　　業　　費　　の　　推　　移
項  目 19年度 20年度

・適切な規制誘導により、都心における都市の魅力向上を図るとと
もに、民間事業者等との協働による景観の向上を図る。
・場所性を踏まえた街並みの調和を図るとともに、市民意識の向上
を図る。
・地域主体の景観形成の定着を推進する。
・景観保全型広告整備地区の指定により、大通地区及び札幌駅
前通地区の良好な景観が維持、推進されることにより、本市の魅
力を高めることとなる。

  地区における、景観形成の基準の見直し等にあたっては、私権
を制限することが考えられるため、地区住民や関係権利者等と十
分に協議し、理解を求めることになる。
　特に、大通地区においては、協議会等の住民組織が存在しない
ことから、対象者への周知方法等で難航することが予想される。
　また、札幌駅前通地区については、地下歩道空間の完成に合わ
せ地区指定を行う予定であるが、工事の進捗状況等で指定時期
の変更も予想される。

今   後   の   事  業  の  予  定  ・ 方  向
　景観計画重点区域については、都心部を中心に新規指定を推進し、都心の魅力向上を図っていく。
　また、「市民と協働で進める景観づくり」の実現に向けて、市民の景観に対する意識醸成を行うための普及啓発活動を行っていく。
　景観保全型広告整備地区の指定については、景観計画重点区域に指定された大通地区及び札幌駅前通地区の指定を目指し、そ
れ以降は、都市景観部局及び屋外広告物審議会の意見を踏まえ、順次拡大について検討をしていく。

事業名 景観計画推進事業

評    価　（　成　果　） 課    題

計画体系ｺｰﾄﾞ 5-3-2

平 成 20 年 度 第 ２ 次 新 ま ち づ く り 計 画 事 業 進 行 調 書 （ そ の ２ ） （単位：千円）

21年度 22年度 計

4,000 4,000 4,000 4,000 16,000
0 0 0 0
0 0 0 0

0
4,000 4,000 4,000 4,000 16,000

0 0 0 0

4,000 4,000 － －
0

0 0 0
0 0

0 0
8,000

3,782 － － － 3,782

0
3,782

事　業　費　の　進　捗　率 　（19年度実績事業費＋20年度予算事業費） ／ （計画事業費） 48.6%
3,782


